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人
権
擁
護
委
員
に
つ
い
て

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ

て
い
る
国
民
の
基
本
的
人
権
、
す
な
わ
ち

生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
等
の
権
利
が

侵
犯
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
監
視
し
、

も
し
こ
れ
が
侵
犯
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ

の
救
済
の
た
め
に
適
切
な
処
置
を
採
る
と

と
も
に
、
常
に
自
由
人
権
思
想
の
普
及
高

揚
に
努
め
る
こ
と
を
も
っ
て
使
命
と
す
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
人
権
侵
犯
事
件
が
あ
っ

た
場
合
に
そ
の
救
済
の
た
め
に
調
査
及
び

情
報
の
収
集
を
な
し
法
務
省
長
野
地
方
法

務
局
へ
の
報
告
、
あ
る
い
は
関
係
機
関
に

対
し
て
告
発
、
勧
告
を
行
う
な
ど
の
処
置

を
講
ず
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
他
広
く
人
権

の
擁
護
に
努
め
る
こ
と
を
職
務
と
し
て
い

ま
す
。

　

村
で
は
、
現
在
四
名
の
方
が
こ
の
人
権

擁
護
委
員
と
し
て
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ

れ
て
い
ま
す
。
六
月
末
日
を
も
っ
て
、
原　

正
由
様
（
伍
和
・
大
鹿
）
が
一
期
三
年
の

任
期
を
満
了
し
退
任
さ
れ
、
新
た
に
美
濃

部
利
昭
様
（
伍
和
・
上
郷
）
が
就
任
さ
れ

ま
し
た
。

阿
智
村
担
当
の
人
権
擁
護
委
員
の
皆
様
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○
櫻
井　

茂
男
（
清
内
路
・
下
清
）
四
期
目

○
塚
田　

宏
子
（
駒
場
・
砂
田
） 

二
期
目

○
山
口　

直
隆
（
浪
合
・
荒
谷
） 

一
期
目

○
美
濃
部
利
昭
（
伍
和
・
上
郷
） 

一
期
目

　

飯
田
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
で
は
、
随

時
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
特
設
人
権
相
談

所
や
法
務
局
内
で
の
常
設
の
相
談
所
を
開

設
し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
下
さ
い
。
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民
生
課
福
祉
係
（
内
線
二
四
二
）

九
月
の
集
団
健
診
に
つ
い
て

　

九
月
に
集
団
健
診
を
実
施
し
ま
す
。
平

日
に
ご
都
合
の
つ
か
な
い
方
は
日
曜
健
診

を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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�

・
九
月
三
日
（
水
）
午
前
八
時
〜
十
時

・
九
月
七
日
（
日
）
午
前
八
時
〜
十
時
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身
長
・
体
重
・
血
圧
・
血
液
検
査
等

�
�
�
�
�

　

国
保
特
定
健
診　

千
円

　

三
十
九
歳
以
下　

千
円

　

七
十
五
歳
以
上　

無
料

　

Ｃ
型
肝
炎
・
前
立
腺
が
ん
検
査
六
百
円

　

健
診
の
お
申
し
込
み
は
随
時
受
け
付
け

ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

民
生
課
健
康
増
進
係

（
内
線
二
二
八
・
二
二
九
）
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阿
智
村
の
平
成　

年
度
調
達

２５

実
績
お
よ
び
平
成　

年
度
調

２６

達
方
針
に
つ
い
て

　

平
成
二
十
五
年
四
月
よ
り
、「
国
等
に

よ
る
障
害
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物
品
等

の
調
達
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
障
害
者

優
先
調
達
推
進
法
）」
が
施
行
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
障
害
者
優
先
調
達
推
進
法
に
基
づ

き
、
阿
智
村
に
お
け
る
平
成
二
十
五
年
度

調
達
実
績
お
よ
び
平
成
二
十
六
年
度
調
達

方
針
を
公
表
し
ま
す
。
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こ
の
方
針
は
、
国
等
に
よ
る
障
害
者
就

労
施
設
等
か
ら
の
物
品
等
の
調
達
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

五
〇
号
。
以
下
「
障
害
者
優
先
調
達
推
進

法
」
と
い
う
。）
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
村
に
お
け
る
障
が
い
者
就
労

施
設
等
か
ら
の
物
品
等
の
調
達
の
推
進
を

図
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
た
本
方

針
を
策
定
す
る
。
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本
方
針
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、

障
害
者
優
先
調
達
推
進
法
で
使
用
す
る
用

語
の
例
に
よ
る
。
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本
方
針
の
適
用
範
囲
は
、
村
内
全
て
の

機
関
が
発
注
す
る
物
品
又
は
役
務
（
以
下

「
物
品
等
」
と
い
う
。）
と
す
る
。
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調
達
の
対
象
と
な
る
障
が
い
者
就
労
施

設
等
は
、
以
下
の
う
ち
、
物
品
等
の
調
達

が
可
能
な
施
設
等
と
す
る
。

（
１
）「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

（
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い

う
。）
に
基
づ
く
事
業
所
・
施
設
等

①
就
労
移
行
支
援
事
業
所

②
就
労
継
続
支
援
事
業
所
（
Ａ
型
・
Ｂ
型
）

③
生
活
介
護
事
業
所

④
障
害
者
支
援
施
設
（
就
労
移
行
支
援
、

就
労
継
続
支
援
、
生
活
介
護
を
行
う
も

の
に
限
る
）

⑤
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

⑥
小
規
模
作
業
所

（
２
）障
害
者
の
雇
用
促
進
等
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
と

い
う
。）に
定
め
る
障
が
い
者
を
多
数
雇

用
し
て
い
る
企
業
等

①
障
害
者
雇
用
促
進
法
に
基
づ
く
子
会
社

の
事
業
所
（
特
例
子
会
社
）

②
重
度
障
が
い
者
多
数
雇
用
事
業
所（
※
）
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ア　

障
が
い
者
の
雇
用
者
数
が
５
人
以
上

イ　

障
が
い
者
の
割
合
が
従
業
員
の
二
〇

％
以
上

ウ　

雇
用
障
が
い
者
に
占
め
る
重
度
身
体

障
が
い
者
、
知
的
障
が
い
者
及
び
精

神
障
が
い
者
の
割
合
が
三
〇
％
以
上

（
３
）障
害
者
雇
用
促
進
法
に
基
づ
く
在
宅

就
業
障
が
い
者
等

①
在
宅
就
業
障
が
い
者
（
自
宅
等
に
お
い

て
物
品
の
製
造
、
役
務
の
提
供
等
の
業

務
を
自
ら
行
う
障
が
い
者
）

②
在
宅
就
業
支
援
団
体
（
在
宅
就
業
障
が

い
者
に
対
す
る
援
助
の
業
務
等
を
行
う

団
体
）
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障
が
い
者
就
労
施
設
等
が
供
給
可
能
な

物
品
の
購
入
及
び
役
務
の
提
供
を
調
達
推

進
項
目
と
し
、
そ
の
調
達
目
標
は
、
平
成

内　容金額（円）件数品目等

① 事務用品・書籍

物　

品

保育所パン等83,2705②食料品・飲料

③小物雑貨

花苗102,6003④その他の物品

185,8708物品計

① 印刷

役　

務

②クリーニング

③清掃・施設管理

④情報処理・テープ起こし

⑤飲食店等の運営

花壇管理等186,5862⑥その他の役務

186,5862役務計

372,45610合　計
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忘
れ
な
い
で
！

国
民
健
康
保
険（
国
保
）の届

出

二
十
四
年
度
実
績
額
を
上
回
る
四
〇
〇
千

円
以
上
と
す
る
。
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（
１
）障
が
い
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物
品

等
の
調
達
を
推
進
す
る
た
め
、
全
庁
的

な
取
組
を
推
進
す
る
。

（
２
）障
が
い
者
就
労
施
設
等
の
提
供
可
能

な
物
品
及
び
役
務
に
つ
い
て
の
情
報
を

組
織
全
体
で
共
有
し
、
障
が
い
者
就
労

施
設
等
へ
の
発
注
に
努
め
る
。
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（
１
）
調
達
方
針
を
策
定
し
、
又
は
見
直
し

た
と
き
は
、
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ

り
公
表
す
る
。

（
２
）
調
達
実
績
は
、
翌
年
度
の
５
月
末
ま

で
に
取
り
ま
と
め
、
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

等
に
よ
り
公
表
す
る
。
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こ
の
調
達
方
針
に
関
す
る
担
当
窓
口
は
、

民
生
課
と
す
る
。
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民
生
課
福
祉
係
（
内
線
二
四
三
）

　

就
職
・
転
職
、
転
入
・
転
出
な
ど
を
し

た
場
合
は
、
忘
れ
ず
に
国
保
の
手
続
き
を

し
ま
し
ょ
う
。
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下
記
の
事
項
に
該
当
す
る
方
は
、
異
動

の
あ
っ
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
必
ず
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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・
国
保
税
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付

・
加
入
ま
で
の
医
療
費
を
全
額
負
担

・
医
療
費
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

早
め
に
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�
�

・
在
学
証
明
書
、
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
他
市
町
村
に
転
出
し
た
方
で
、
修

学
中
の
方
は
親
元
の
世
帯
の
国
保
に
加

入
で
き
ま
す
。
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・
保
険
証
、
印
鑑
、
事
故
証
明
書
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

・
示
談
を
さ
れ
る
前
に
保
健
係
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
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民
生
課
保
健
係
（
内
線
二
四
一
）
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申
請
受
付
中

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
に

つ
い
て

農
業
委
員
会
か
ら
の

　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

〜
新
農
業
委
員
の
体
制
〜

　

消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
う
負
担
の
影

響
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
暫
定
的
・
臨
時

的
な
措
置
と
し
て
実
施
さ
れ
る
、
臨
時
福

祉
給
付
金
及
び
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給

付
金
は
、
現
在
役
場
窓
口
と
郵
送
に
よ
る

方
法
で
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
と
な
り
、

臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
る
見

込
の
方
と
今
年
一
月
分
の
児
童
手
当
の
受

給
者
で
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

給
付
対
象
と
な
る
見
込
の
方
に
は
、
既
に

申
請
書
用
紙
を
郵
送
に
よ
り
お
届
け
し
て

い
ま
す
。
申
請
期
限
は
九
月
三
十
日
ま
で

で
す
。
ご
確
認
の
う
え
、
早
め
に
ご
提
出

下
さ
い
。
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�
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に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
や
「
子
育
て
世
帯
臨

時
特
例
給
付
金
」
に
関
し
て
、
村
や
県
・

厚
生
労
働
省
な
ど
の
職
員
が
、

○
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀
行
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現

金
自
動
支
払
機
）
の
操
作
を
お
願
い
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
給
付
金
支
給
の
た
め
に
手
数
料
な
ど
の

振
込
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
お
預
か
り
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
電
話
で
世
帯
構
成
や
金
融
機
関
の
口
座

番
号
を
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
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民
生
課
（
内
線
二
四
二
）

　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
日
か
ら
三
年

間
農
業
委
員
と
し
て
阿
智
村
の
農
業
振
興

の
た
め
に
ご
尽
力
い
た
だ
く
十
八
名
の
方

が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

委
員
の
皆
さ
ん
の
互
選
に
よ
り
、
会
長

に
内
田
有
一
さ
ん
、
会
長
職
務
代
理
に
原

秋
喜
さ
ん
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

年
々
増
加
す
る
耕
作
放
棄
地
の
実
態
調

査
等
を
行
い
、
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
の

農
業
施
策
等
、
新
農
業
委
員
の
皆
さ
ん
の

今
後
の
活
動
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

農
地
の
売
買
、
賃
貸
等
に
関
す
る
ご
相

談
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
近
く
の
農
業
委

員
ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

阿
智
村
農
業
委
員
会
事
務
局

（
内
線
二
二
六
）

電話番号出身部落名氏     名役職議席

43-3219中関下内　田　有　一会　 長1

43-3608備中原原　　　秋　喜会長代理2

44-2107濃　間熊　谷　友一郎委　 員3

45-2450中　平熊　谷　直　己委　 員4

43-3346西栗矢井　原　知　己委　 員5

43-2820大　沢水　上　　　賢委　 員6

43-3615備中原原　　　陽　子委　 員7

43-3338原の平肥　後　　　進委　 員8

43-2138馬　場安　川　　　央委　 員9

47-2421荒　谷佐々木　孝　子委　 員10

43-3650下　郷高　坂　正　彦委　 員11

43-2958七久里塩　澤　悦　夫委　 員12

47-2057上半堀藤　澤　英　敏委　 員13

43-3397東栗矢木　下　秀　直委　 員14

43-2054上　町岡　庭　　　章委　 員15

46-2636下清2櫻　井　菊　廣委　 員16

43-2645昼　神牛　山　和　志委　 員17

43-3388東栗矢井　原　邦　子委　 員18

任期：平成26年7月20日～平成29年7月19日

新農業委員名簿
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保
育
料
を
据
え
置
き

　

六
月
二
十
三
日
開
催
の
、
阿
智
村
保
健

福
祉
審
議
会
児
童
福
祉
分
科
会
（
山
本
博

宣
委
員
長
）
に
お
い
て
平
成
二
十
六
年
度

の
保
育
料
に
つ
い
て
ご
協
議
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

今
年
度
は
、
①
平
成
二
十
二
年
度
の
改

定
や
二
十
三
年
度
の
浪
合
地
区
の
保
育
料

統
一
か
ら
間
が
な
い
こ
と
、
②
国
は
二
十

二
年
度
改
定
以
降
、
徴
収
基
準
額
を
変
更

し
て
い
な
い
こ
と
。
③
来
年
度
か
ら
施
行

さ
れ
る
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

に
お
け
る
利
用
者
負
担
（
保
育
料
）
に
つ

い
て
は
、
世
帯
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の

事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て

お
り
、
今
後
来
年
度
の
保
育
料
に
つ
い
て

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
か

ら
据
え
置
く
こ
と
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

　

保
育
料
に
つ
い
て
は
下
記
の
と
お
り
で

す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

教
育
委
員
会　

保
育
園
係

　

�
四
五－

一
二
三
一

徴収基準（月額）各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

4才以上児の場合
(円)

3才児の場合(円)未満児の場合(円)定　　　義階層区分

000
生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む）

第１階層

5,3005,500
7,300

（6,300）
市町村民税
非課税世帯

第１階層及び第4－1～第
7階層を除き、前年度分の
市町村民税額の区分が次の
区分に該当する世帯

第2階層

10,80011,100
14,800

（13,800）
村民税課税世帯第3階層

14,90015,300
20,200

（19,200）
20,000円　未満第1階層を除き、前年分の

所得税課税世帯であって、

その所得税の額の区分が次

の区分に該当する世帯

第4－1
階　層

17,50017,900
22,500

（21,500）
20,000円　以上
40,000円　未満

第4－2
階　層

19,20019,700
26,800

（25,800）
40,000円　以上
71,500円　未満

第5－1
階　層

19,80020,000
31,000

（30,000）
71,500円　以上
103,000円　未満

第5－2
階　層

20,40020,800
35,600

（34,600）
103,000円　以上
258,000円　未満

第6－1
階　層

21,00021,200
39,100

（38,100）
258,000円　以上
413,000円　未満

第6－2
階　層

24,20024,600
42,500

（41,500）
413,000円　以上第7階層

�������	
������

※3歳到達児童の保育料は、未満児の保育料から1,000円を減額。
※同一世帯で同時に2人以上の児童が入所している場合、保育料が軽減されます。
　・同時入所児童のうち1人目は全額徴収、2人目は1/2徴収、3人目は無料。
※3子目以降の3歳以上児は全額免除。3歳未満児は1/2免除。
※第2・3階層の母子・父子世帯、障害者のいる世帯は減免があります。
　・第2階層は全額免除。第3階層は1,000円減額。
※阿智村に住所を有する広域入所児童1人あたり、徴収基準額に5,000円を加算。
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「
法
の
日
」
週
間
を
迎
え
て

防
災
行
政
無
線
の
ア
ナ
ロ
グ

放
送
を
終
了
し
ま
し
た

　

新
た
に
狩
猟
免
許
を
取
得
し
よ
う
と
す

る
方
を
対
象
に
、
初
心
者
講
習
会
、
免
許

試
験
が
次
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
受

験
希
望
者
は
期
限
ま
で
に
申
込
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	

・

(
)

日
時　

九
月
六
日 
土 

　
　
　
　
　
　

午
前
八
時
〜
午
後
五
時

・
場
所　

飯
田
合
同
庁
舎
三
階　

講
堂

�
�
�
�
�
�

・

(
)

日
時　

九
月
十
四
日 
日 

　
　
　
　
　
　

午
前
八
時
〜
午
後
四
時

・
場
所　

飯
田
合
同
庁
舎
３
階　

講
堂

�
�
�
�
�
�

(
)

　

八
月
十
一
日 
月 
〜
二
十
二
日
（
金
）

�
�
�
�
�
�

　

下
伊
那
地
方
事
務
所　

林
務
課
林
務
係

　

申
込
書
類
は
役
場
に
あ
り
ま
す
。
手
数

料
等
詳
細
に
つ
い
て
は
問
合
せ
下
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

　

ふ
る
さ
と
整
備
課　

林
務
係

（
内
線
二
二
二
）

狩
猟
免
許
試
験
が

　
　
　
　

実
施
さ
れ
ま
す

　

十
月
一
日
は
、「
法
の
日
」
で
す
。「
法

の
日
」
は
、
国
民
の
皆
さ
ん
に
、
法
の
役

割
や
重
要
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
く

き
っ
か
け
に
な
る
よ
う
に
と
、
裁
判
所
、

検
察
庁
及
び
弁
護
士
会
の
協
議
で
提
唱
さ

れ
、
昭
和
三
十
五
年
、
政
府
に
よ
っ
て

「
国
を
あ
げ
て
法
の
尊
重
、
基
本
的
人
権

の
擁
護
、
社
会
秩
序
の
確
立
の
精
神
を
高

め
る
た
め
の
日
」
と
し
て
定
め
ら
れ
ま
し

た
。

　

裁
判
所
、
法
務
省
、
検
察
庁
及
び
弁
護

士
会
で
は
、
十
月
一
日
か
ら
の
一
週
間
を

「
法
の
日
」
週
間
と
し
、
毎
年
、
全
国
各

地
で
各
種
の
行
事
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
裁

判
所
で
は
、
全
国
各
地
で
法
や
裁
判
手
続

に
関
す
る
説
明
会
や
見
学
会
、
講
演
会
等

の
催
し
を
行
う
予
定
で
す
。

　
「
法
の
日
」
週
間
に
ち
な
ん
で
裁
判
所

で
実
施
さ
れ
る
各
地
の
行
事
は
「
裁
判
所

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
」

h
tto
://w

w
w
.c
o
u
rts
.g
o
.jp
/)

（ 
   
    
 
 
  
 
 
   
  
 
   
  
で
紹

介
し
て
い
ま
す
。
こ
の
サ
イ
ト
で
は
裁
判

例
情
報
や
司
法
統
計
な
ど
様
々
な
情
報
を

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
裁
判
員
制

度
の
詳
し
い
情
報
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員

h
ttp
://w

w
w
.

制
度
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（ 
   
    
 
 
 

s
a
ib
a
n
in
.c
o
u
rts
.g
o
.jp
/

 
 
  
 
 
  
  
 
 
   
  
 
   
 
）
で
紹
介
し

て
い
ま
す
の
で
、
是
非
ア
ク
セ
ス
し
て
み

て
下
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

　

長
野
地
方
裁
判
所
事
務
局
総
務
課
庶
務
係

�
〇
二
六－

四
〇
三－

二
〇
〇
八

��
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

　

長
野
地
方
・
家
庭
裁
判
所
で
は
、「
法

の
日
」
週
間
行
事
と
し
て
、
法
律
・
人

権
・
調
停
・
公
証
無
料
相
談
階
を
、
県
内

十
二
会
場
で
開
催
し
ま
す
。

　

法
律
問
題
等
で
お
困
り
の
方
や
、
専
門

家
に
相
談
し
て
み
た
い
方
は
、
ぜ
ひ
ご
参

加
下
さ
い
。

・
飯
田
会
場

　

十
月
三
日
（
金
）

　
　

午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
�

　

長
野
地
方
・
家
庭
裁
判
所
飯
田
支
部

�
二
二－

〇
一
八
九

　

七
月
十
七
日
（
金
）
よ
り
、
防
災
行
政

無
線
の
ア
ナ
ロ
グ
放
送
を
終
了
し
ま
し
た
。

　

現
在
ア
ナ
ロ
グ
用
の
戸
別
受
信
機
を
お

使
い
の
方
は
、
受
信
で
き
な
く
な
り
ま
す

の
で
、至
急
総
務
課
ま
で
ご
依
頼
下
さ
い
。

　

個
人
事
業
主
の
方
で
、
住
宅
と
は
別
に

店
舗
等
が
あ
る
場
合
は
、
今
一
度
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

デ
ジ
タ
ル
用
受
信
機
に
取
り
替
え
済
み

の
場
合
は
、
特
に
影
響
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
受
信
機
を
お
使
い
の

方
で
、放
送
が
上
手
く
聞
こ
え
な
い
方
や
、

雑
音
が
入
る
と
い
う
場
合
は
、
再
度
調
整

を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

　

総
務
課
消
防
防
災
係
（
内
線
二
七
二
）
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�
�
�
�
�
�
�

　

第
九
管
区
海
上
保
安
本
部

�
〇
二
五－

二
八
五－

〇
一
一
八

村内一斉防災訓練 8月 31 日（日） 
午前6時30分 

海
で
安
全
に
楽
し
む
た
め
に

　

楽
し
い
マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
シ
ー
ズ
ン
で

す
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
不
注
意
が
命
に
係

る
事
故
に
つ
な
が
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。

　

安
全
に
楽
し
む
た
め
に
次
の
こ
と
に
留

意
し
て
く
だ
さ
い
。

自
己
救
命
策
の
確
保　

３
つ
の
基
本
�

●
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
等
の
常
時
着
用

●
防
水
パ
ッ
ク
入
り
携
帯
電
話
の
携
行

●
海
の
も
し
も
は
１
１
８
番

  
海
水
浴
で
の
一
般
的
な
注
意
事
項

★
強
風
、
波
浪
の
高
い
と
き
は
遊
泳
し
な

い
！

★
遊
泳
区
域
で
泳
ぐ

★
子
供
だ
け
の
遊
泳
は
さ
せ
な
い
！
保
護

者
は
子
供
か
ら
目
を
離
さ
な
い
！

★
お
酒
を
飲
ん
だ
ら
泳
が
な
い
！

�������	
���������������	
���������������������

�������	
�������������������� !	
�

�������	
����������������

訓練の流れ
�������	�
�������
��������

�������	
��������������	
���������

����������������	
����

◇各家庭内◇
1.家族全員の安否を確認する
2.大規模な地震が起きたことを想定して、室内の安全、ブレーカーの切断、火の元、消火器の
点検をする

3.倒れそうな家具はないか点検しましょう

◇避難開始◇
1.隣組等で全員の安否・所在を確認した後、指定避難所へ集合する。避難の際、周辺の危険箇
所等の確認をする。

2.自主防災会長に各世帯の人数、現在の状況等を報告する
3.自主防災会長は、緊急時支援計画書等を参考に、全世帯の安否を確認する

◇役場に報告◇
1.自主防災会長は、住民数、避難者数、被害状況等を役場災害対策本部に報告する

◇防災マップ確認◇
1.各地区で作成した防災マップがある場合は、危険箇所、消火栓などの防災設備を歩いて確認
しましょう
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人
権
相
談
所
の

　
　
　
　

開
設
に
つ
い
て

　

村
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

　

募
集
住
宅
名
・
戸
数
・
間
取
り
等
は
左

記
の
と
お
り
で
す
。
入
居
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
定
住
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連
絡

下
さ
い
。

条　件　等地区名間取り戸数住宅名

・定住促進住宅

・世帯向け
清内路3LDK１戸定住促進堀上住宅

・定住促進住宅

・世帯向け
清内路2LDK2戸定住促進川裾住宅

・公営住宅
・世帯向け
・所得制限有り

清内路3DK2 戸ア ラ ヤ 第 1 住 宅

・公営住宅
・世帯向け
・所得制限有り

清内路3DK1戸川 裾 第 2 住 宅

・定住促進住宅

・世帯向け
浪　合3LDK2戸上 町 団 地

・定住促進住宅

・世帯向け
浪　合3LDK2戸向 団 地

・特定公共賃貸住宅

・単身向け
浪　合1DK3戸栗 代 団 地

・公営住宅
・世帯向け
・所得制限有り

浪　合3DK1戸大 平 団 地

�
�
�
�
�
�
�

　

地
域
経
営
課
定
住
支
援
セ
ン
タ
ー

　

�
四
三－

二
二
二
〇
（
内
線
二
三
二
）

村
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

　

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
や
知
的

障
が
い
、
精
神
障
が
い
な
ど
に
よ
っ
て
物

事
を
判
断
す
る
能
力
が
十
分
で
な
い
方
の

権
利
を
守
る
た
め
、
ご
家
族
や
第
三
者
が

本
人
に
代
わ
っ
て
、
財
産
管
理
や
契
約
行

為
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
制
度
で
す
。

　

成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
相

談
で
も
お
受
け
し
ま
す
。

�
�
�

　

八
月
二
十
七
日
（
水
）

　

午
後
五
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
ま
で

�
�
�

(
)

　

さ
ん
と
ぴ
あ
飯
田 
飯
田
市
東
栄
町 

　

二
階
相
談
室

�
�
�
�
�

　

い
い
だ
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員

�
�
�
�

　

無
料

�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

事
前
に
申
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

い
い
だ
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー

　

�
五
三－

三
一
八
七

成
年
後
見
制
度

夜
間
相
談
会
開
催
に
つ
い
て

　

親
子
や
夫
婦
関
係
な
ど
の
家
庭
問
題
、

差
別
や
借
金
問
題
等
生
活
上
の
こ
と
で
お

悩
み
の
方
は
ぜ
ひ
ご
相
談
下
さ
い
。
ま
た
、

子
ど
も
の
い
じ
め
、
体
罰
、
虐
待
、
不
登

校
な
ど
で
お
困
り
の
方
は
、「
子
ど
も
の
心

配
ご
と
相
談
所
」
へ
ご
相
談
下
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�　

九
月
十
一
日
（
木
）

　
　
　
　

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

�
�
�　

阿
智
村
保
健
セ
ン
タ
ー

（
特
設
人
権
相
談
所
は
、
阿
智
村
の
人

権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。）

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�　

九
月
六
日
（
土
）

　
　
　
　

午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

�
�
�　

飯
田
市
り
ん
ご
庁
舎

　
　
　
　

松
川
町
中
央
公
民
館

　
　
　
　

阿
南
町
民
会
館
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�
�
�
�
�
�
�

　

民
生
課
福
祉
係
（
内
線
二
四
二
）

　
　
　

又
は

飯
田
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
・
長
野
地

方
法
務
局
飯
田
支
局

　

�
二
二－
〇
〇
一
四

財
務
省
関
東
財
務
局
長
野

財
務
事
務
所
の
相
談
窓
口
で

す
�

　

長
野
財
務
事
務
所
で
は
、
財
務
省
の
総

合
出
先
機
関
と
し
て
、
地
域
の
皆
様
か
ら

の
相
談
を
、無
料
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

一
人
で
悩
ま
な
い
で
、
迷
わ
ず
ご
相
談

く
だ
さ
い
（
無
料
）

相
談
先

　

・
だ
ま
さ
れ
な
い
で
！
危
な
い
投
資

　

勧
誘
！
（
投
資
勧
誘
相
談
）

　

�
〇
二
六－

二
三
四－

五
一
二
五

　

・
借
金
の
返
済
で
お
悩
み
は
あ
り
ま

　

せ
ん
か
？
（
多
重
債
務
相
談
）

　

�
〇
二
六－

二
三
四－

二
九
七
〇

　こここここここここここここここここここここんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんにににににににににににににににににににににちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちははははははははははははははははははははは 自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーででででででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすこんにちは　自立生活支援センターです　No.１１
～活動的な生活で認知症を予防しましょう～
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認知症を予防するために認知症になりやすい生活

知的刺激

趣　味

運動・身体活動

前向き思考

つき合い
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　子どもをやる気に
させるには、保護者
が子どもを家族の中
のひとりの働き手と
して扱ってあげるこ
とが大切です。どん
なに小さなことでも
よいので、役目をつ

くってあげると「自分は役に立てたんだ」と喜
び、自信を持つようになります。
　子どもが「（お手伝いを）してあげる」と近寄っ
てきたらチャンス！「手伝って」のひと言がや
る気を育てます。「ありがとう」、「助かる」な
どと感謝の言葉をこまめに伝えるようにしま
しょう。

ちょっと知りたい
こんなこと 

～たのしくたべようニュース　㈱少年写真新聞社より～

�������	


子どものお手伝い
「まだ小さいから無理」「自分でやった方が早くて楽」などと決めつけて、子どもにお手伝いをする機会を与えないで
いませんか。ぜひお手伝いをさせましょう！

お手伝いを「見守る」？「見張る」？
　子どもにお手伝いをさせる時、様子を見守っているつもりでも、つい細かな動

作や行動までチェックして「見張る」ことになってはいませんか。
� �������

　子どものやり方に何かいいたくなる気持ちはわかりますが、幼児がうまくでき

るようになるまでに時間がかかるのは当然のこと。その場を少し離れて、子ども

に任せてみることも大切です。お手伝いは自立への第一歩。口出ししすぎないよ

うに、気をつけましょう。

食事のお手伝い例

������ ����� ������ ������ �����

（ポイント）
　野菜を洗う、皮をむく、
包丁で切る、料理を盛りつ
ける…。子どもの興味に合
わせていろいろな手伝いを
体験させましょう。包丁を
使う時は、必ずそばについ
て、持ち方や扱い方をきち
んと教えましょう。

（ポイント）
　食器を並べる前にテーブ
ルを台ぶきんでふかせます。
最初に四隅まできちんとふ
くように教えます。食事後
テーブルをふかせる時は、
食べこぼしを床に落とさず、
そっとふき取るように教え
ましょう。

（ポイント）
　はじめに食卓の各席の前
に、はしを並べさせます。和
食は、ごはんが左、汁物が
右、おかずとごはんと汁物
の向こう側に置くように教
えます。毎日、料理をなら
べさせることで、自然に正

��
しい配ぜんが身につきます。

（ポイント）
　まずは、油のついていな
いカップや茶碗などから運
ばせます。食器は重ねると
汚れがほかにもついてしま
うので、重ねないように教
えます。
　無理をせず、ひとつずつ
両手で運ばせましょう。

（ポイント）
　食器ふきは、片手で食器
をしっかり持てなければ上
手にふけません。幼児では、
小さなコップや小皿、はし
などが適当です。成長に合
わせて、少しずついろいろ
な食器をふいてもらう機会
を増やしましょう。

おとなも見直したい食事マナーのお話

好きなものだけ先に食べてもよい？
�������	
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土金木水火月日

６５ ☆ ★ 　４ ☆ ★３★ ２★ １ 　

１３１２★１１ ☆ ★１０ ☆ ★９ ☆ ８ ☆ ★ ７

２０ ☆ １９  ★１８ ☆ ★１７  ☆ ★１６ ★ １５  １４

２７ ２６☆ ★ ２５  ☆ ★  ２４  ★２３ ２２ ☆ ★  ２１

３０ ☆２９ ☆ ★ ２８

わくわくキッチン

子育てカレンダー 
�����

ブックスタート

秋分の日

こども広場
12ヶ月相談

うきうき
乳幼児健診

こども広場

�����������	
�������������������������

�������������	
�����������

☆：午前保健センター2階使用可能

★：午後保健センター2階使用可能

　：心理士さんがいます
（都合により日程が変更になる場合があります。ご承知おきください。）

わくわく

ひよっこ

ちびっこ智里東保

ちびっこ浪合保

つぼみ教室

ちびっこ伍和保

敬老の日

（使用不可）

（使用不可）ちびっこ智里西保 こども広場

講演会

こども広場

ちびっこあふち保

ちびっこ清内路保

たんぽぽ教室

すくすく

�������
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「子ども・子育て支援制度について」
　　　　　　～ニーズ調査の結果を基に～
��������	�
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�������	
����������

　この春、ニーズ調査として乳幼児がおいでの保護

者のみなさんにアンケートをとらせていただきまし

た。何か変わるの？ 今とどう違うの？…

　どんな制度なのかを皆さんで学び、考えましょう。

さくらんぼ教室
1歳半健診
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No.60
平成２６年８月２０日 

H26年9月1日～H26年9月30日のスケジュール 
土金木水火月日

65
陸　上
空　手
フラダンス

4
エンジョイ
ウォーキング

3
バドミントン⑧

2
基礎トレーニング
ソフトボール
ソフトJrテニス

1
水　泳

英会話

1312
陸　上
空　手
フラダンス

11
エンジョイ
ウォーキング
アロマヨーガ

109
基礎トレーニング
ソフトボール
ソフトJrテニス
中国語

8
水　泳

英会話

7

2019
陸　上
空　手
フラダンス

18
エンジョイ
ウォーキング

17
華道

16
基礎トレーニング
ソフトボール
ソフトJrテニス

15
英会話

敬老の日

14
ソバ打ち

27
下伊那オープン
ソフトボール大会

26
陸　上
空　手
フラダンス

25
エンジョイ
ウォーキング
アロマヨーガ

24
絵画教室

23
秋分の日

22
水　泳

英会話

21

30
基礎トレーニング
ソフトボール
ソフトJrテニス

29
水　泳

英会話

28
下伊那オープン
ソフトボール大会

申し込み、お問い合わせ先・チャレンジゆうAchi（43－2061）中央公民館内事務局迄 

体育館コートイッパイで大盛況のバドミントン 
教室に続きスポーツ講座が始まります。 
「楽しいピンポン」参加申込受付中 
　9月24日（水）～8回講座　500円 
　阿智中体育館　講師　原　崇久さん 

　　 「昼間の生け花教室」 
　9月から毎月第1・3水曜日 AM10：00～11：30 
　中央公民館　　講師　マキ・マリさん 
参加希望者をお待ちしております。 

※夜の講座でなく、昼間の講座をご希望される方が 
　おられましたら、ご相談にのります。 

新規 

中学3年生の皆さんへ 
　部活が終わり、なまった体をチャレンジゆうAchi 基礎トレ・スポーツ講座等
で、気分転換と、高校受験に向けての体力作りに活用してみませんか。参加の
お電話をお待ちしております。 

　チャレンジゆうAchiは、どこでも・

だれでも・いつでも・いつまでも参加

者皆様で作る文化とスポーツの楽しい

クラブです。途中入会もできます。 

　パンフレットにない講座「ゴルフ教

室」5回の講座がウエストポート練習

場で行われ盛況の内に終了し講座延長

となりました。 

　新設希望講座がありましたらお話を

承ります。事務局にも、気軽にお立ち

寄りください。 


